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告 示 

鳥取県告示第515号 

生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留

邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「中国残留邦人等支援法」という。）

第14条第４項の規定によりその例による場合を含む。）の規定に基づき、医療機関を指定したので、生活保護法第

55条の３（中国残留邦人等支援法第14条第４項の規定によりその例による場合を含む。）の規定により次のとおり

告示する。 

  令和４年10月21日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

診療所 

名 称 所 在 地 指 定 年 月 日 

かねこ整形外科アスリートリハビリテ

ーションクリニック 

米子市福市862－８ 令和４年９月１日 

みはな耳鼻・甲状腺クリニック 米子市安倍59－１ 〃 

                                                    

鳥取県告示第516号 

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第１項の規定に基づき、大規模小売店舗について同法第

５条第１項第２号に掲げる事項の変更の届出があったので、同法第６条第３項において準用する同法第５条第３

項の規定により、次のとおりその概要等を告示し、関係書類を縦覧に供する。 

  令和４年10月21日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

  丸合羽合店・ドラッグストアウェルネスハワイ店 東伯郡湯梨浜町はわい長瀬789－１ほか 

２ 大規模小売店舗を設置している者の名称及び住所並びに代表者の氏名 

  株式会社丸合 代表取締役 梅林 裕暁 米子市東福原二丁目19－48 

  ＪＡ三井リース建物株式会社 代表取締役 工藤 真樹 東京都中央区銀座八丁目13－１ 

３ 変更した事項 

  大規模小売店舗において小売業を行う者の代表者の氏名 

   ６の書類に記載のとおり 

４ 変更年月日 

  令和３年１月25日 

５ 届出年月日 

    令和４年10月６日 

６ 縦覧に供する書類 

  届出書及びその添付書類 

７ 縦覧に供する期間 

    令和４年10月21日から４月間 

８ 縦覧に供する場所 

  鳥取県商工労働部企業支援課、鳥取県中部総合事務所県民福祉局及び湯梨浜町産業振興課 

９ 意見書の提出 

大規模小売店舗の変更に関し意見を有する者は、７の期間内に、知事に意見書を提出することができる。 

                                                    

鳥取県告示第517号 

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第１項の規定に基づき、大規模小売店舗について同法第
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５条第１項第２号に掲げる事項の変更の届出があったので、同法第６条第３項において準用する同法第５条第３

項の規定により、次のとおりその概要等を告示し、関係書類を縦覧に供する。 

  令和４年10月21日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

ダイレックス境港店 境港市上道町字岬2177－２ほか 

２ 大規模小売店舗を設置している者の名称及び住所並びに代表者の氏名 

芙蓉総合リース株式会社 代表取締役 織田 寛明 東京都千代田区麹町五丁目１－１ 

３ 変更した事項 

大規模小売店舗を設置する者の代表者の氏名 

   変更前 代表取締役 辻󠄀田 泰徳 

   変更後 代表取締役 織田 寛明 

４ 変更年月日 

 令和４年４月１日 

５ 届出年月日 

  令和４年10月６日 

６ 縦覧に供する書類 

  届出書及びその添付書類 

７ 縦覧に供する期間 

    令和４年10月21日から４月間 

８ 縦覧に供する場所 

  鳥取県商工労働部企業支援課、鳥取県西部総合事務所県民福祉局及び境港市産業部水産商工課 

９ 意見書の提出 

    大規模小売店舗の変更に関し意見を有する者は、７の期間内に、知事に意見書を提出することができる。 

                                                    

鳥取県告示第518号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第17項の規定に基づき、次のとおり湖東大浜土地改良区から役員が

退任し、及び就任した旨の届出があったので、同条第18項の規定により告示する。 

  令和４年10月21日 

鳥取県東部農林事務所長 加  藤  裕  利 

 退任した役員の氏名及び住所 

理 事 竹 本 芳 宏  鳥取市伏野1117 

 〃  石 黒 隆 夫  鳥取市賀露町南六丁目８－20 

 〃  片 山   博  鳥取市賀露町南一丁目５－14 

 〃  村 上 文 夫  鳥取市賀露町南一丁目３－24 

 〃  浦 濵   彰  鳥取市賀露町南四丁目22－35 

 〃  影 井   章  鳥取市湖山町南一丁目152 

 〃  大 西 邦 人  鳥取市湖山町北六丁目289 

 〃  森 本   清  鳥取市湖山町西一丁目223 

 〃  花 房   彰  鳥取市湖山町西三丁目583 

 〃  田 中 雅 勝  鳥取市伏野94 

 〃  田 中 慎 一  鳥取市三津374 

 〃  小 谷 登紀雄  鳥取市内海中431 

監 事 山 根 一 記  鳥取市賀露町南六丁目４－33 

 〃  奥 村 和 敬  鳥取市湖山町北一丁目273 
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 〃  片 山 伸 司  鳥取市三津393 

 令和４年10月３日退任 

 

就任した役員の氏名及び住所 

理 事 竹 本 芳 宏  鳥取市伏野1117 

 〃  石 黒 隆 夫  鳥取市賀露町南六丁目８－20 

 〃  片 山   博  鳥取市賀露町南一丁目５－14 

 〃  浦 濵   彰  鳥取市賀露町南四丁目22－35 

 〃  雲 坂   衛  鳥取市賀露町北一丁目３－32 

 〃  影 井   章  鳥取市湖山町南一丁目152 

 〃  大 西 邦 人  鳥取市湖山町北六丁目289 

 〃  森 本   清  鳥取市湖山町西一丁目223 

 〃  花 房   彰  鳥取市湖山町西三丁目583 

 〃  森 井 辰 昭  鳥取市伏野95 

 〃  田 中 慎 一  鳥取市三津374 

 〃  戸 田 善 泰  鳥取市南安長一丁目１－26 

監 事 山 根 一 記  鳥取市賀露町南六丁目４－33 

 〃  奥 村 和 敬  鳥取市湖山町北一丁目273 

 〃  竹 本   剛  鳥取市伏野35－１ 

 〃  川 上 信 温  鳥取市安長353 

 〃  森 本 寿 夫  鳥取市国安146－１ 

 令和４年10月４日就任 任期４年 

                                                    

鳥取県告示第519号 

森林法（昭和26年法律第249号）第33条の２第１項の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 

  令和４年10月21日 

鳥取県東部農林事務所八頭事務所長 島  﨑  俊  宏 

１ 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 

  鳥取市気高町（次の図に示す部分に限る。）  

２ 保安林として指定された目的 

  風害の防備 

３ 変更後の指定施業要件 

(１) 立木の伐採の方法 

ア 主伐は、択伐による。 

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、鳥取市森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

(２) 立木の伐採の限度 

次のとおりとする。 

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を鳥取県東部農林事務所八頭事務所農林

業振興課及び鳥取市役所に備え置いて縦覧に供する。） 

                                                    

鳥取県告示第520号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、県道の区域を次のように変更したので、同項の

規定により告示する。 

その関係図面は、令和４年10月21日から２週間鳥取県県土整備部道路企画課（鳥取市東町一丁目220）において
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一般の縦覧に供する。 

  令和４年10月21日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

路 線 名 区  間 
変 更 

前後別 

敷地の幅員 

（メ－トル） 

敷地の延長 

（メ－トル） 

倉吉江府溝口線 西伯郡大山町大山字大山98地先から同字100

地先まで 

変更前 13.7～58.3 329.0 

変更後 9.0～45.1 324.0 

                                                    

鳥取県告示第521号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次のとおり県道の供用を開始するので、同項の

規定により告示する。 

その関係図面は、令和４年10月21日から２週間鳥取県県土整備部道路企画課（鳥取市東町一丁目220）において

一般の縦覧に供する。 

  令和４年10月21日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

路 線 名 区     間 供用開始の期日 

倉吉江府溝口線 西伯郡大山町大山字大山98地先から同字100地先まで 令和４年10月21日 

                                                    

鳥取県告示第522号 

林業種苗法（昭和45年法律第89号）第13条第１項の規定に基づき、次のとおり生産事業者の登録証の記載事項

に変更があった旨の届出があったので､同法第16条第２項の規定により告示する｡ 

  令和４年10月21日 

鳥取県西部総合事務所日野振興センター所長 栃 本 義 博 

登録番号 生産事業者の名称 変更事項 変更前 変更後 変更年月日 

日生－１ 株式会社ウッドカンパニ

ーニチナン 

代表取締役 秋末 光司 

生産事業者の

住所及び事務

所の所在地 

日野郡日南町

生山371－１ 

日野郡日南町

生山423－２ 

令和４年５月17

日 

                                                    

合 同 選 管 公 表 

鳥取県及び島根県参議院合同選挙区選挙管理委員会公表第１号 

公職選挙法（昭和25年法律第100号）第192条第１項の規定により、令和４年７月10日執行の参議院鳥取県及び

島根県選挙区選出議員選挙における候補者の選挙運動に関する収支報告書の要旨を次のとおり公表する。 

  令和４年10月21日 

鳥取県及び島根県参議院合同選挙区選挙管理委員会委員長 大  野  敏  之 
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公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨 

１ 選挙の種類 令和４年７月10日執行参議院鳥取県及び島根県選挙区選出議員選挙 

２ 公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額（法定選挙運動費用額）   36,986,600円 

３ 報告書の要旨 

候補者氏名 

 

青木 一彦 

 

所属党派 

 

自由民主党  

期 間 

 

 

 

５月６日から 

７月22日まで 

 

第１回分 

 

 

出納責任者 

氏   名 

細田 重雄 

収入 

  主たる寄附 

    氏 名 

    団体名                     （職  業）   （寄附額） 

  自由民主党島根県参議院選挙区第三支部     15,000,000円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  その他の寄附                件                    ０円 

  その他の収入                                  7,500,000円 

  今回計                                       22,500,000円 

  前回計                                                 円 

  総 計                                      22,500,000円 

 

支出 

 人件費                  5,588,600円 

 家屋費                  1,251,221円 

  選挙事務所費          1,236,701円 

  集合会場費               14,520円 

 通信費                    108,072円 

 交通費                  1,232,013円 

 印刷費                  3,245,450円 

 広告費                  5,544,071円 

 文具費                    118,026円 

 食糧費                  1,152,409円 

 休泊費                  1,464,000円 

 雑費                    2,171,571円 

 

 

 

 

 今回計                 21,875,433円 

 前回計                           円 

 総 計                 21,875,433円 

 

 

 

 

支出のうち公費負担相当額 

 

 

 

 

項   目 金   額 

 選挙運動用通常葉書の作成              320,450円 

 ビラの作成              870,000円 

 ポスターの作成            1,476,000円 

 選挙事務所の立札及び看板の類の作成              339,239円 

 選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成              412,404円 

 個人演説会の立札及び看板の類の作成               91,300円 

政見放送のための録画等        3,007,500円 

計            6,516,893円 

報告書受理年月日 令和４年７月25日   第１回報告分 
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公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨 

１ 選挙の種類 令和４年７月10日執行参議院鳥取県及び島根県選挙区選出議員選挙 

２ 公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額（法定選挙運動費用額）   36,986,600円 

３ 報告書の要旨 

候補者氏名 

 

青木 一彦 

 

所属党派 

 

自由民主党  

期 間 

 

 

 

７月19日から 

８月９日まで 

 

第２回分 

 

 

出納責任者 

氏   名 

細田 重雄 

収入 

  主たる寄附 

    氏 名 

    団体名                     （職  業）   （寄附額） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  その他の寄附                件                     ０円 

  その他の収入                                          ０円 

  今回計                                               ０円 

  前回計                                        22,500,000円 

  総 計                                       22,500,000円 

 

支出 

 人件費                     ０円 

 家屋費                     ０円 

  選挙事務所費              ０円 

  集合会場費                   ０円 

 通信費                         ０円 

 交通費                         ０円 

 印刷費                         ０円 

 広告費                         ０円 

 文具費                         ０円 

 食糧費                         ０円 

 休泊費                         ０円 

 雑費                       83,300円 

 

 

 

 

 今回計                     83,300円 

 前回計                 21,875,433円 

 総 計                 21,958,733円 

 

 

 

 

支出のうち公費負担相当額 

 

 

 

 

項   目 金   額 

 選挙運動用通常葉書の作成                   ０円 

 ビラの作成                   ０円 

 ポスターの作成                   ０円 

 選挙事務所の立札及び看板の類の作成                   ０円 

 選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成                   ０円 

 個人演説会の立札及び看板の類の作成                   ０円 

政見放送のための録画等                   ０円 

計                   ０円 

報告書受理年月日 令和４年８月９日   第２回報告分 

 



  令和４年 10月 21日 金曜日     鳥 取 県 公 報              第 9442号   

- 8 - 

公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨 

１ 選挙の種類 令和４年７月10日執行参議院鳥取県及び島根県選挙区選出議員選挙 

２ 公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額（法定選挙運動費用額）   36,986,600円 

３ 報告書の要旨 

候補者氏名 

 

黒瀬 信明 

 

所属党派 

 

ＮＨＫ党 

 

 

期 間 

 

 

 

６月22日から 

７月９日まで 

 

 

第１回分 

 

 

出納責任者 

氏   名 

黒瀬 信明 

 

収入 

  主たる寄附 

    氏 名 

    団体名                     （職  業）   （寄附額） 

  ＮＨＫ党                                         691,896円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  その他の寄附                件                     ０円 

  その他の収入                                          ０円 

  今回計                                           691,896円 

  前回計                                                  円 

  総 計                                           691,896円 

 

支出 

 人件費                         ０円 

 家屋費                         ０円 

  選挙事務所費                 ０円 

  集合会場費                   ０円 

 通信費                         ０円 

 交通費                         ０円 

 印刷費                    691,896円 

 広告費                  2,906,059円 

 文具費                         ０円 

 食糧費                         ０円 

 休泊費                         ０円 

 雑費                           ０円 

 

 

 

 

 

 今回計                  3,597,955円 

 前回計                           円 

 総 計                  3,597,955円 

 

 

 

 

支出のうち公費負担相当額 

 

 

 

 

項   目 金   額 

 選挙運動用通常葉書の作成                   ０円 

 ビラの作成                   ０円 

 ポスターの作成                   ０円 

 選挙事務所の立札及び看板の類の作成                   ０円 

 選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成                   ０円 

 個人演説会の立札及び看板の類の作成                   ０円 

政見放送のための録画等            2,906,059円 

計            2,906,059円 

報告書受理年月日 令和４年７月25日   第１回報告分 
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公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨 

１ 選挙の種類 令和４年７月10日執行参議院鳥取県及び島根県選挙区選出議員選挙 

２ 公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額（法定選挙運動費用額）   36,986,600円 

３ 報告書の要旨 

候補者氏名 

 

福住 英行 所属党派 

 

日本共産党  

期 間 

 

 

 

５月21日から 

７月24日まで 

 

第１回分 

 

 

出納責任者 

氏   名 

片寄 直行 

 

収入 

  主たる寄附 

    氏 名 

    団体名                       （職  業）   （寄附額） 

日本共産党島根県委員会                          387,076円 

  日本共産党鳥取県委員会                          230,440円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他の寄附               件                        ０円 

  その他の収入                                         ０円 

  今回計                                          617,516円 

  前回計                                                 円 

  総 計                                          617,516円 

 

支出 

 人件費                         ０円 

 家屋費                    300,000円 

  選挙事務所費            300,000円 

  集合会場費                   ０円 

 通信費                         ０円 

 交通費                         ０円 

 印刷費                      3,165円 

 広告費                  3,047,637円 

 文具費                     60,000円 

 食糧費                      9,989円 

 休泊費                         ０円 

 雑費                        8,225円 

 

 

 

 

 今回計                  3,429,016円 

 前回計                           円 

 総 計                  3,429,016円 

 

 

 

 

支出のうち公費負担相当額 

 

 

 

 

項   目 金   額 

 選挙運動用通常葉書の作成                   ０円 

 ビラの作成                   ０円 

 ポスターの作成                   ０円 

 選挙事務所の立札及び看板の類の作成                   ０円 

 選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成                   ０円 

 個人演説会の立札及び看板の類の作成                   ０円 

政見放送のための録画等       2,811,500円 

計            2,811,500円 

報告書受理年月日 令和４年７月25日   第１回報告分 

 



  令和４年 10月 21日 金曜日     鳥 取 県 公 報              第 9442号   

- 10 - 

公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨 

１ 選挙の種類 令和４年７月10日執行参議院鳥取県及び島根県選挙区選出議員選挙 

２ 公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額（法定選挙運動費用額）   36,986,600円 

３ 報告書の要旨 

候補者氏名 

 

福住 英行 所属党派 

 

日本共産党  

期 間 

 

 

 

７月25日から 

７月31日まで 

 

第２回分 

 

 

出納責任者 

氏   名 

片寄 直行 

 

収入 

  主たる寄附 

    氏 名 

    団体名                     （職  業）   （寄附額） 

日本共産党島根県委員会                        1,006,882円 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他の寄附                 件                      ０円 

  その他の収入                                         ０円 

  今回計                                        1,006,882円 

  前回計                                          617,516円 

  総 計                                        1,624,398円 

 

支出 

 人件費                         ０円 

 家屋費                         ０円 

  選挙事務所費                 ０円 

  集合会場費                   ０円 

 通信費                         ０円 

 交通費                         ０円 

 印刷費                    905,200円 

 広告費                     81,882円 

 文具費                         ０円 

 食糧費                     19,800円 

 休泊費                         ０円 

 雑費                           ０円 

 

 

 

 

 今回計                  1,006,882円 

 前回計                  3,429,016円 

 総 計                  4,435,898円 

 

 

 

 

支出のうち公費負担相当額 

 

 

 

 

項   目 金   額 

 選挙運動用通常葉書の作成                   ０円 

 ビラの作成                   ０円 

 ポスターの作成                   ０円 

 選挙事務所の立札及び看板の類の作成                   ０円 

 選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成                   ０円 

 個人演説会の立札及び看板の類の作成                   ０円 

政見放送のための録画等                   ０円 

計                   ０円 

報告書受理年月日 令和４年８月１日   第２回報告分 
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公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨 

１ 選挙の種類 令和４年７月10日執行参議院鳥取県及び島根県選挙区選出議員選挙 

２ 公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額（法定選挙運動費用額）   36,986,600円 

３ 報告書の要旨 

候補者氏名 

 

福住 英行 所属党派 

 

日本共産党  

期 間 

 

 

 

８月１日から 

８月14日まで 

 

第３回分 

 

 

出納責任者 

氏   名 

片寄 直行 

 

収入 

  主たる寄附 

    氏 名 

    団体名                    （職  業）   （寄附額） 

日本共産党島根県委員会                          58,687円 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他の寄附                 件                      ０円 

  その他の収入                                         ０円 

  今回計                                           58,687円 

  前回計                                        1,624,398円 

  総 計                                        1,683,085円 

 

支出 

 人件費                         ０円 

 家屋費                         ０円 

  選挙事務所費                 ０円 

  集合会場費                   ０円 

 通信費                         ０円 

 交通費                         ０円 

 印刷費                       ０円 

 広告費                     58,687円 

 文具費                         ０円 

 食糧費                         ０円 

 休泊費                         ０円 

 雑費                           ０円 

 

 

 

 

 今回計                     58,687円 

 前回計                  4,435,898円 

 総 計                  4,494,585円 

 

 

 

 

支出のうち公費負担相当額 

 

 

 

 

項   目 金   額 

 選挙運動用通常葉書の作成                   ０円 

 ビラの作成                   ０円 

 ポスターの作成                   ０円 

 選挙事務所の立札及び看板の類の作成                   ０円 

 選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成                   ０円 

 個人演説会の立札及び看板の類の作成                   ０円 

政見放送のための録画等                   ０円 

計                   ０円 

報告書受理年月日 令和４年８月15日   第３回報告分 

 

 



  令和４年 10月 21日 金曜日     鳥 取 県 公 報              第 9442号   

- 12 - 

公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨 

１ 選挙の種類 令和４年７月10日執行参議院鳥取県及び島根県選挙区選出議員選挙 

２ 公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額（法定選挙運動費用額）   36,986,600円 

３ 報告書の要旨 

候補者氏名 

 

福住 英行 所属党派 

 

日本共産党  

期 間 

 

 

 

８月15日から 

８月25日まで 

 

第４回分 

 

 

出納責任者 

氏   名 

片寄 直行 

 

収入 

  主たる寄附 

    氏 名 

    団体名                     （職  業）   （寄附額） 

日本共産党鳥取県委員会                          703,000円 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他の寄附                 件                      ０円 

  その他の収入                                         ０円 

  今回計                                          703,000円 

  前回計                                        1,683,085円 

  総 計                                        2,386,085円 

 

支出 

 人件費                         ０円 

 家屋費                         ０円 

  選挙事務所費                 ０円 

  集合会場費                   ０円 

 通信費                         ０円 

 交通費                         ０円 

 印刷費                    703,000円 

 広告費                         ０円 

 文具費                         ０円 

 食糧費                         ０円 

 休泊費                         ０円 

 雑費                           ０円 

 

 

 

 

 今回計                    703,000円 

 前回計                  4,494,585円 

 総 計                  5,197,585円 

 

 

 

 

支出のうち公費負担相当額 

 

 

 

 

項   目 金   額 

 選挙運動用通常葉書の作成                   ０円 

 ビラの作成                   ０円 

 ポスターの作成                   ０円 

 選挙事務所の立札及び看板の類の作成                   ０円 

 選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成                   ０円 

 個人演説会の立札及び看板の類の作成                   ０円 

政見放送のための録画等                   ０円 

計                   ０円 

報告書受理年月日 令和４年８月26日   第４回報告分 
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公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨 

１ 選挙の種類 令和４年７月10日執行参議院鳥取県及び島根県選挙区選出議員選挙 

２ 公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額（法定選挙運動費用額）   36,986,600円 

３ 報告書の要旨 

候補者氏名 

 

前田 敬孝 所属党派 参政党  

期 間 

 

 

 

５月16日から 

７月25日まで 

 

 

第１回分 

 

 

出納責任者 

氏   名 

平井 雄亮 

収入 

  主たる寄附 

    氏 名 

    団体名                     （職  業）   （寄附額） 

  参政党山陰支部                                  755,056円 

  参政党                                          739,998円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他の寄附                 件                      ０円 

  その他の収入                                         ０円 

  今回計                                        1,495,054円 

  前回計                                                 円 

  総 計                                        1,495,054円 

 

支出 

 人件費                     55,000円 

 家屋費                    163,900円 

  選挙事務所費            121,880円 

  集合会場費               42,020円 

 通信費                         ０円 

 交通費                     27,600円 

 印刷費                    739,998円 

 広告費                    475,750円 

 文具費                      2,200円 

 食糧費                        580円 

 休泊費                     23,020円 

 雑費                        7,006円 

 

 

 

 

 今回計                  1,495,054円 

 前回計                           円 

 総 計                  1,495,054円 

 

 

 

 

支出のうち公費負担相当額 

 

 

 

 

項   目 金   額 

 選挙運動用通常葉書の作成                    ０円 

 ビラの作成                    ０円 

 ポスターの作成                    ０円 

 選挙事務所の立札及び看板の類の作成                    ０円 

 選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成                    ０円 

 個人演説会の立札及び看板の類の作成                    ０円 

 政見放送のための録画等                    ０円 

計                    ０円 

報告書受理年月日 令和４年７月25日   第１回報告分 
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公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨 

１ 選挙の種類 令和４年７月10日執行参議院鳥取県及び島根県選挙区選出議員選挙 

２ 公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額（法定選挙運動費用額）   36,986,600円 

３ 報告書の要旨 

候補者氏名 

 

前田 敬孝 所属党派 参政党  

期 間 

 

 

 

７月26日から 

８月23日まで 

 

 

第２回分 

 

 

出納責任者 

氏   名 

平井 雄亮 

収入 

  主たる寄附 

    氏 名 

    団体名                     （職  業）   （寄附額） 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他の寄附               １件                   5,886円 

  その他の収入                                         ０円 

  今回計                                            5,886円 

  前回計                                        1,495,054円 

  総 計                                        1,500,940円 

 

支出 

 人件費                         ０円 

 家屋費                         ０円 

  選挙事務所費                 ０円 

  集合会場費                   ０円 

 通信費                         ０円 

 交通費                         ０円 

 印刷費                         ０円 

 広告費                         ０円 

 文具費                         ０円 

 食糧費                         ０円 

 休泊費                         ０円 

 雑費                        5,886円 

 

 

 

 

 今回計                      5,886円 

 前回計                  1,495,054円 

 総 計                  1,500,940円 

 

 

 

 

支出のうち公費負担相当額 

 

 

 

 

項   目 金   額 

 選挙運動用通常葉書の作成                   ０円 

 ビラの作成                   ０円 

 ポスターの作成                   ０円 

 選挙事務所の立札及び看板の類の作成                   ０円 

 選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成                   ０円 

 個人演説会の立札及び看板の類の作成                   ０円 

 政見放送のための録画等                   ０円 

計                   ０円 

報告書受理年月日 令和４年８月25日   第２回報告分 
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公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨 

１ 選挙の種類 令和４年７月10日執行参議院鳥取県及び島根県選挙区選出議員選挙 

２ 公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額（法定選挙運動費用額）   36,986,600円 

３ 報告書の要旨 

候補者氏名 

 

村上 泰二朗 所属党派 立憲民主党  

期 間 

 

 

 

６月７日から 

７月22日まで 

 

 

第１回分 

 

 

出納責任者 

氏   名 

村上 達也 

収入 

  主たる寄附 

    氏 名 

    団体名                      （職  業）   （寄附額） 

 立憲民主党                                     5,000,000円 

  立憲民主党鳥取県及び島根県参議院 

  合同選挙区第１総支部                           4,000,000円 

  立憲民主党島根県総支部連合会                     159,540円 

  立憲民主党鳥取県第２区総支部                      48,000円 

 

 

 

 

 

 

  その他の寄附                 件                      ０円 

  その他の収入                                         ０円 

  今回計                                        9,207,540円 

  前回計                                                 円 

  総 計                                        9,207,540円 

 

支出 

 人件費                  1,984,685円 

 家屋費                    382,290円 

  選挙事務所費            207,540円 

  集合会場費              174,750円 

 通信費                     15,042円 

 交通費                    566,521円 

 印刷費                  3,191,405円 

 広告費                  4,654,958円 

 文具費                     18,362円 

 食糧費                    596,655円 

 休泊費                    651,390円 

 雑費                      799,069円 

 

 

 

 

 今回計                 12,860,377円 

 前回計                           円 

 総 計                 12,860,377円 

 

 

 

 

支出のうち公費負担相当額 

 

 

 

 

項   目 金   額 

 選挙運動用通常葉書の作成              330,225円 

 ビラの作成              716,300円 

 ポスターの作成            1,491,990円 

 選挙事務所の立札及び看板の類の作成              245,226円 

 選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成              349,800円 

 個人演説会の立札及び看板の類の作成              173,800円 

政見放送のための録画等            2,519,000円 

計            5,826,341円 

報告書受理年月日 令和４年７月26日   第１回報告分 
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公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨 

１ 選挙の種類 令和４年７月10日執行参議院鳥取県及び島根県選挙区選出議員選挙 

２ 公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額（法定選挙運動費用額）   36,986,600円 

３ 報告書の要旨 

候補者氏名 

 

村上 泰二朗 所属党派 立憲民主党  

期 間 

 

 

 

７月23日から 

８月５日まで 

 

 

第２回分 

 

 

出納責任者 

氏   名 

村上 達也 

収入 

  主たる寄附 

    氏 名 

    団体名                      （職  業）   （寄附額） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  その他の寄附                 件                      ０円 

  その他の収入                                         ０円 

  今回計                                               ０円 

  前回計                                        9,207,540円 

  総 計                                        9,207,540円 

 

支出 

 人件費                         ０円 

 家屋費                         ０円 

  選挙事務所費                 ０円 

  集合会場費                   ０円 

 通信費                         ０円 

 交通費                         ０円 

 印刷費                         ０円 

 広告費                         ０円 

 文具費                         ０円 

 食糧費                         ０円 

 休泊費                         ０円 

 雑費                       47,300円 

 

 

 

 

 今回計                     47,300円 

 前回計                 12,860,377円 

 総 計                 12,907,677円 

 

 

 

 

支出のうち公費負担相当額 

 

 

 

 

項   目 金   額 

 選挙運動用通常葉書の作成                   ０円 

 ビラの作成                   ０円 

 ポスターの作成                   ０円 

 選挙事務所の立札及び看板の類の作成                   ０円 

 選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成                   ０円 

 個人演説会の立札及び看板の類の作成                   ０円 

政見放送のための録画等           ０円 

計                   ０円 

報告書受理年月日 令和４年８月10日   第２回報告分 

                                                    

公 告 
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森林法（昭和26年法律第249号）第30条の規定による通知を受け取るべき森林所有者又はその森林に関し登記し

た権利を有する者（以下「森林所有者等」という。）中野充千俊の所在が不分明なので、同法第189条の規定によ

り、次のとおり公告する。 

なお、森林所有者等及び関係人は、いつでも次の保管場所で通知を受け取ることができる。 

  令和４年10月21日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

１ 通知の題名 保安林の指定予定について 

２ 通知の要旨 森林所有者等の所有又は権利に係る次の(１)に掲げる土地について、森林法第30条の規定によ

り行った保安林の指定予定の告示（令和４年８月９日付鳥取県告示第425号）の内容 

（告示の内容） 

(１) 保安林予定森林の所在場所 

東伯郡三朝町赤松字東嶋ヶ谷520 

(２) 指定の目的 

土砂の流出の防備 

(３) 指定施業要件 

ア 立木の伐採の方法 

(ア) 主伐は、択伐による。 

(イ) 主伐として伐採をすることができる立木は、三朝町森林整備計画で定める標準伐期齢

以上のものとする。 

(ウ) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

イ 立木の伐採の限度 

次のとおりとする。 

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を鳥取県農林水産部森林・林業振興局森林づくり

推進課及び三朝町役場に備え置いて縦覧に供する。） 

３ 通知の掲示場所 三朝町役場 

４ 通知の保管場所 鳥取県農林水産部森林・林業振興局森林づくり推進課 

                                                    

調 達 公 告 

一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号。以下「政令」という。）第167条の６第

１項及び地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第372号）第６条の規

定に基づき、次のとおり公告する。 

  令和４年10月21日 

鳥取県企業局西部事務所長 田 中 和 也 

１ 調達内容 

(１) 業務の名称及び数量 

日野川工業用水道浄水場機械設備制御装置更新業務 一式 

(２) 業務の仕様 

入札説明書による。 

(３) 履行期間 

契約締結日から令和５年12月20日まで 

(４) 入札方法 

ア 本件入札は、紙入札により行うものであること。 

イ 入札書に記載する金額は、契約申込金額（課税事業者にあっては、消費税及び地方消費税の額を含めた

金額（１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。））とし、併せて、内訳に消費
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税及び地方消費税の額を記載すること。 

２ 入札参加資格 

本件入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。 

(１) 政令第167条の４の規定に該当しない者であること。 

(２) 令和３年鳥取県告示第457号（物品等の売買、修理等及び役務の提供に係る調達契約の競争入札参加者の

資格審査の申請手続等について）に基づく競争入札参加資格（以下「競争入札参加資格」という。）を有す

るとともに、その業種区分が機械等（建物等以外）保守点検の設備（建物等以外）保守点検に登録されてい

る者であること。 

なお、本件入札に参加を希望する者であって、競争入札参加資格を有していない者又は当該業種区分に登

録されていない者は、鳥取県競争入札参加資格審査事務取扱要綱（昭和40年１月30日付発出第36号）第５条

第１項に規定する競争入札参加資格者名簿（以下「競争入札参加資格者名簿」という。）への登録に関する

申請書類を令和４年10月28日（金）正午までに４の(２)の場所に提出すること。この際、本件入札に参加す

るための登録申請であることを、当該申請書類の提出と同時に４の(２)の場所に必ず連絡すること。 

(３) 本件調達の公告日から開札日（再度入札を行う場合にあっては、再度入札の開札日）までの間のいずれ

の日においても、鳥取県指名競争入札参加資格者指名停止措置要綱（平成７年７月17日付出第157号）第３

条第１項の規定による指名停止措置を受けていない者であること。 

(４) 本件調達の公告日から開札日（再度入札を行う場合にあっては、再度入札の開札日）までの間のいずれ

の日においても、会社更生法（平成14年法律第154号）の規定による更生手続開始の申立てが行われた者又

は民事再生法（平成11年法律第225号）の規定による再生手続開始の申立てが行われた者でないこと。 

(５) この公告に示した業務を履行期間内に確実に履行できる者であること。 

(６) 県との協力・連携体制及び個人情報保護の体制を構築できる者であること。 

３ 契約担当部署 

  鳥取県企業局西部事務所 

４ 入札手続等 

(１) 入札の手続及び業務の仕様に関する問合せ先 

〒683－0012 米子市八幡165 

鳥取県企業局西部事務所 

電話 0859－26－0017 

電子メール kigyoukyokuseibu@pref.tottori.lg.jp 

(２) 競争入札参加資格者名簿への登録に関する問合せ先 

〒680－8570 鳥取市東町一丁目220 

鳥取県総務部総合事務センター物品契約課 

電話 0857－26－7431 

(３) 入札説明書等の交付方法 

入札説明書は、令和４年10月21日（金）午前10時から同年11月22日（火）正午までの間にインターネット

のホームページ（https://www.pref.tottori.lg.jp/kigyoukyoku/）から入手すること。ただし、これによ

り難い者には、次により直接交付する。 

ア 交付期間及び交付時間 

令和４年10月21日（金）から同年11月22日（火）までの日（日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法

律（昭和23年法律第178号）に規定する休日を除く。）の午前９時から午後５時までとする。ただし、交

付期間最終日は正午までとする。 

イ 交付場所 

(１)に同じ。 

(４) 郵便等による入札 

可とする。ただし、書留郵便（親展と明記すること。）又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平
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成14年法律第99号）第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第９項に規定する特定信書便事

業者の提供する同条第２項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるもの（親展と明記すること。）

により、(１)の場所に送付すること。 

(５)  履行場所の確認の日時、場所等 

ア  日時 

令和４年10月26日（水） 午前10時 

イ  場所 

鳥取県企業局西部事務所（米子市八幡165） 

ウ  備考 

(ア) 業務の履行場所となる現場の確認のみとし、業務の仕様等に関する問合せについては質問書の提出

によること。 

(イ) 参加は任意とする。 

(６) 入札書の提出期限及び提出場所 

ア 提出期限 

令和４年12月２日（金）正午まで 

郵便等による入札書の受領期限についても同じ（必着）。 

イ 提出場所 

(１)に同じ。 

(７) 開札の日時及び場所 

ア 日時 

令和４年12月２日（金）午後１時以降 

イ 場所 

(１)に同じ。 

なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、入札参加者の立会いは認めない。 

５ 入札参加者に要求される事項 

(１) 入札書は、件名及び入札者名を記入し、「入札書」と明記した封筒に入れ、密封して提出しなければな

らない。なお、封筒には必ず件名及び入札者名を記入し、それぞれ「第１回」、「第２回」及び「第３回」

と回数を明記すること。また、第２回以降の入札書の提出がない場合は、当該再度入札は辞退したものと

みなし、回数が記載されていない場合は、１案件に対し、入札書を２通以上提出した入札として無効とす

る。 

(２) 本件入札に参加を希望する者は、２の入札参加資格に適合することを証明する書類を、４の(１)の場所

に令和４年11月22日（火）正午までに持参又は郵送により提出しなければならない。 

(３) 入札参加者は、(２)の書類に関して説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 

６ 入札保証金及び契約保証金 

(１) 入札保証金 

本件入札に参加する者は、入札保証金として入札金額の100分の５以上の金額を県の指定する期日までに

納付しなければならない。この場合において、鳥取県会計規則（昭和39年鳥取県規則第11号。以下「会計規

則」という。）第124条において準用する会計規則第113条第１項に定める担保の提供をもって入札保証金の

納付に代えることができる。 

なお、鳥取県物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成７年鳥取県規則第106号。以下「調

達手続特例規則」という。）第14条の規定により、入札保証金の全部又は一部を免除する場合がある。 

(２) 契約保証金 

落札者は、契約保証金として契約金額の100分の10以上の金額を納付しなければならない。この場合にお

いて、鳥取県企業局財務規程（昭和38年鳥取県企業管理規程第８号。以下「財務規程」という。）第65条の

４に定める担保の提供をもって契約保証金の納付に代えることができる。 



  令和４年 10月 21日 金曜日     鳥 取 県 公 報              第 9442号   

- 20 - 

なお、財務規程第65条の５の規定によりその例によることとされる調達手続特例規則第18条の規定により、

契約保証金の全部又は一部を免除する場合がある。 

７ その他 

(１) 契約手続において使用する言語、通貨及び時刻 

日本語、日本国通貨及び日本標準時 

(２) 入札の無効 

２の入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札、入札説

明書に掲げる無効条件に該当する入札及び財務規程、会計規則、本件公告又は入札説明書に違反した入札は、

無効とする。 

(３) 契約書作成の要否 

   要 

(４) 落札者の決定方法 

本件公告に示した業務を遂行できると判断した入札者であって、財務規程第65条の５の規定によりその例

によることとされる会計規則第127条の規定に基づいて作成された予定価格の範囲内で最低価格をもって有効

な入札を行ったものを、落札者とする。ただし、その者の入札価格によっては当該契約の内容に適した履行

がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこ

ととなるおそれがあると認められるときは、その者を落札者とせず、当該予定価格の範囲内の価格をもって

入札した他の者のうち最低価格をもって入札したものを落札者とすることがある。 

(５) 手続における交渉の有無 

   無 

(６) その他 

詳細は、入札説明書による。 

８ Summary  

(１) Nature and quantity of the services to be required : Renewal of control equipment at industrial 

water purification facilities in Tottori Prefecture: １ set 

(２) November 22,2022 noon : Time－limit for submission of documents for qualification confirmation 

(３) December ２,2022 noon : Time－limit for submission of tenders 

(４) Contact point for the notice : Seibu Office Division,Tottori Prefecture Public Enterprise 

Bureau,165 Yawata,Yonago－shi,Tottori 683－0012 Japan, 

TEL：0859－26－0017 

                                                    

一般競争入札により落札者を決定したので、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政

令（平成７年政令第372号）第12条の規定に基づき、次のとおり公告する。 

  令和４年10月21日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

１ 調 達 件 名 及 び 数 量  排水ポンプ車 １台 

２ 契 約 方 式  一般競争入札 

３ 落 札 日  令和４年８月29日 

４ 落札者の名称及び所在地  山陰クボタ水道用材株式会社 

              島根県松江市平成町182－15 

５ 落 札 金 額  49,512,309円（消費税及び地方消費税の額を含む。） 

６ 入 札 公 告 日  令和４年７月15日 

７ 落 札 方 式  最低価格落札方式 

８ 契約事務担当部局の名称  鳥取県総務部総合事務センター物品契約課 

 及び所在地         鳥取市東町一丁目220 
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一般競争入札により落札者を決定したので、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政

令（平成７年政令第372号）第12条の規定に基づき、次のとおり公告する。。 

  令和４年10月21日 

鳥取県知事 平 井 伸 治 

１ 調 達 件 名 及 び 数 量  県立学校印刷機器（高速・中速カラープリンタ）賃貸借 一式 

２ 契 約 方 式  一般競争入札 

３ 落 札 日  令和４年９月22日 

４ 落札者の名称及び所在地  株式会社ケーオウエイ 

米子市両三柳328 

５ 落 札 金 額  月額2,160,653円（消費税及び地方消費税の額を含む｡） 

６ 入 札 公 告 日  令和４年８月９日 

７ 落 札 方 式  最低価格落札方式 

８ 契約事務担当部局の名称  鳥取県教育委員会事務局教育環境課 

及び所在地         鳥取市東町一丁目271 

 

 


